
○江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例 

昭和３１年１１月１日 

条例第１６号 

改正 昭和３２年条例第４号 

昭和３２年条例第１１号 

昭和３４年条例第９号 

昭和３５年条例第４号 

昭和３６年条例第３号 

昭和３７年条例第７号 

昭和３８年条例第１１号 

昭和３９年条例第３７号 

昭和４３年条例第２７号 

昭和４６年条例第２号 

昭和４７年条例第１７号 

昭和４８年条例第４７号 

昭和５０年条例第４号 

昭和５４年条例第２９号 

昭和５６年条例第４号 

昭和５９年条例第５３号 

昭和６１年条例第３０号 

昭和６３年条例第１６号 

平成２年条例第１５号 

平成４年条例第３０号 

平成７年条例第３８号 

平成８年条例第１６号 

平成１０年条例第６号 

平成１９年条例第５号 

平成２２年条例第５号 

（題名改称） 

平成２４年条例第９号 



平成２６年条例第５号 

平成２７年条例第７号 

平成２８年条例第１０号 

平成２９年条例第４号 

令和７年条例第５号 

（通則） 

第１条 江東区教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の受ける給料、

旅費その他の給与及び勤務に関しては、この条例の定めるところによる。 

（平２２条例５・一部改正） 

（給料） 

第２条 教育長の給料の額は、月額８０万９，０００円とする。 

（昭５９条例５３・全改、昭６１条例３０・昭６３条例１６・平２条

例１５・平４条例３０・平７条例３８・平８条例１６・平２２条例５・

平２４条例９・平２６条例５・平２７条例７・平２８条例１０・平２

９条例４・一部改正） 

（旅費） 

第３条 教育長が、公務により旅行したときは、順路により旅費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿

泊費、宿泊手当及び渡航雑費とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する

法律施行令（令和６年政令第３０６号）の適用を受ける指定職職員等（同令

第１条第２項第２号に規定する者をいう。）の例による。 

（昭４８条例４７・昭５０条例４・昭５４条例２９・昭５６条例４・

令７条例５・一部改正） 

（諸手当） 

第４条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、手当を支給することができ

る。 

（平２２条例５・一部改正） 

（給与の支給方法等） 

第５条 給料及び旅費の支給方法並びに手当の種類、額、支給条件、支給方法

その他支給に関しては、江東区長及び副区長の給料等に関する条例（昭和３



１年１１月江東区条例第１７号）に定めるものの例による。 

（平１９条例５・平２２条例５・一部改正） 

（勤務条件） 

第６条 教育長の勤務時間等については、別に定めがあるものを除き区の職員

について定められているものの例による。 

（平２２条例５・一部改正） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和３１年１０月１日から適用する。 

付 則（中間省略） 

附 則（平成１０年条例第６号） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第１条、別表(1)及び

別表(2)の改正規定、附則に次の２項を加える改正規定（地域手当に関する特

例措置の部分に限る。）並びに附則第４項、第５項及び第６項の規定は、平

成１９年４月１日から施行する。 

（収入役に関する経過措置） 

２ 前項ただし書によるこの条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任

期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 

附 則（平成２２年条例第５号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第９号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第５号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第７号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第１０号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



附 則（平成２９年条例第４号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以

後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお

従前の例による。 

 


